
Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

コーポレート・ガバナンス

1. 基本的な考え方
当社は、企業価値の増大に向けて、経営環境・社会環境の変
化に適切に対処するためには、より迅速かつ高品質の意思決

定、業務執行を実現していくことが不可欠であるとの認識の
もと、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一
つととらえ、積極的に取り組んでいます。

2. 資本構成
外国人株式保有比率：20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名または名称 所有株式数（株） 割合（％）

財務大臣 5,001,390 50.01

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 266,683 2.67

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4G） 258,891 2.59

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 212,913 2.13

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505223 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室） 171,774 1.72

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託 
受託者資産管理サービス信託銀行株式会社 169,000 1.69

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室） 130,567 1.31

ドイチェバンクアーゲーロンドンピービーノントリティークライアンツ613 
（常任代理人 ドイツ証券株式会社） 124,737 1.25

ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室） 123,711 1.24

ザチェースマンハッタンバンク385036 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室） 72,215 0.72

2009年3月31日現在

3. 企業属性
上場取引所及び市場区分 東京 第一部、大阪 第一部、名古屋 第一部、札幌 既存市場、福岡 既存市場
決算期 ３月
業種 食料品
（連結）従業員数 1,000人以上
（連結）売上高 1兆円以上
親会社 なし
連結子会社数 100社以上300社未満
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当社のコーポレート・ガバナンス体制の整備の状況の模式図

株主総会

取締役会

アドバイザリー・
コミッティ会計監査人

コンプライアンス
統括室

報酬諮問
委員会社長
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（外部委員2名を含む）

7名
（外部委員2名を含む）

4名
（社外監査役3名を含む）

執行役員

グループ会社

弁護士

監査役室

監査部

9名

5名（外部有識者）

経営会議

コンプライアンス
委員会

監査役会

各部門

選任・解任 選任・解任 選任・解任

会計監査・業務監査監査報告

会計監査

助言・指導
会計監査・業務監査

コンプライアンス事項の上程
報告

助言

業務執行 
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取締役・執行役員の
報酬に関する方針・
制度等の審議

報告・提言

内部監査

グループ監査

4.  その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えう
る特別な事情

日本たばこ産業株式会社法により、政府は当社の株式を保有
する義務が定められており、2009年3月末現在、政府の保有
比率は50.01%となっています。
財務大臣は、日本たばこ産業株式会社法及びたばこ事業

法に従い、当社を監督する権限等を有しています。
医薬事業を営んでいる鳥居薬品株式会社（以下、「鳥居薬

品」）は当社の連結子会社であり、東京証券取引所に上場し
ています。当社の医薬事業部門が研究開発の機能を担ってい
るのに対して、鳥居薬品は製造と販売の機能を担っています。
両社は機能の異なる事業運営を効率的に行うために協力関係
を保持し、当社は鳥居薬品の独自の経営判断を妨げず、その
一定の独立性確保を尊重しています。
食品事業を営んでいるケイエス冷凍食品株式会社（以下、

「ケイエス冷凍食品」）は当社の連結子会社であり、名古屋証
券取引所に上場しています。当社の連結子会社である株式
会社加ト吉（以下、「加ト吉」）及び加ト吉水産株式会社（以
下、「加ト吉水産」）は、ケイエス冷凍食品の株式を所有して
おり、ケイエス冷凍食品は加ト吉との間で、人的関係及び取
引関係がありますが、当社、加ト吉及び加ト吉水産はケイエ
ス冷凍食品の独自の経営判断を妨げず、その一定の独立性
確保を尊重しています。
食品事業を営んでいる株式会社グリーンフーズ（以下、「グ

リーンフーズ」）は当社の連結子会社であり、JASDAQ証券
取引所に上場しています。当社の連結子会社である加ト吉は、

グリーンフーズの株式を所有し、グリーンフーズは加ト吉との
間で、人的関係及び取引関係がありますが、当社及び加ト吉
はグリーンフーズの独自の経営判断を妨げず、その一定の独
立性確保を尊重しています。なお、加ト吉は、グリーンフーズ
を完全子会社化することを目的とした同社株式の公開買付け
を行い、その結果、当該公開買付けにより所有株式数は
55,930株（所有割合94.22%）となりました。

Ⅱ  経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理
組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1.  機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】
取締役会の議長 会長
取締役の人数 9名
社外取締役の選任状況 選任していない

現状の体制を採用している理由：
現在、社外取締役は選任していませんが、当社は取締役につ
いて人格、識見、経歴等を勘案して適任者を選んでいるとと
もに、現在の体制が十分にその機能を果たしていると考えて
います。
なお、当社の経営に関する中長期の方向性もしくはこれに
準ずる重要事項について広い見地からの助言を得る機関とし
て、5名の外部有識者から成るアドバイザリー・コミッティを設
置しています。あわせて、報酬諮問委員会やコンプライアン
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ス委員会は外部委員を含む委員から構成しています。
現段階では社外取締役を選任する具体的な予定はありませ

んが、社外取締役の有用性、ふさわしい人材等については、
絶えず検討していきたいと考えています。

【監査役関係】
監査役会の設置の有無 設置している
監査役の人数 4名

監査役と会計監査人の連携状況：
監査役による監査と会計監査人（監査法人トーマツ）による監
査はそれぞれ独立して適切に実施されていますが、監査結

【社外監査役に関する情報】
氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外監査役を選任している理由

立石 久雄 大蔵省（現 財務省）の出身です。 長年の行政実務及び国家公務員共済組合連
合会の常務理事、専務理事として当該団体の
業務執行により培われた豊富な経験と幅広い
識見から、当社の社外監査役に適任であると
総合的に判断し、選任しています。

藤田 太寅 日本放送協会の出身であり、現在は関西学院大学総合
政策学部の客員教授です。

日本放送協会の解説委員や大学教授として培
われた豊富な経験と政治・経済等の幅広い識
見から、当社の社外監査役に適任であると総
合的に判断し、選任しています。

上田 廣一 東京高等検察庁検事長の経歴があり、6月23日現在、
株式会社整理回収機構の代表取締役社長及びパイオニ
ア株式会社の取締役（社外取締役）を兼任しています。

法曹界における豊富な経験と幅広い識見か
ら、当社の社外監査役に適任であると総合的
に判断し、選任しています。

果について相互に情報共有する等、適切な監査を行うための
連携強化に努め、適宜、情報・意見交換を実施しています。
監査役と内部監査部門の連携状況：
監査役による監査と監査部による監査はそれぞれ独立して適
切に実施されていますが、監査結果について相互に情報共
有する等、適切な監査を行うための連携強化に努め、適宜、
情報・意見交換を実施しています。
社外監査役の選任状況 選任している
社外監査役の人数 3名

その他社外監査役の主な活動に関する事項：
2009年3月期の活動状況につきましては、24回開催した取
締役会及び19回開催した監査役会のうち概ねすべてに出席
し、適宜質問、発言を行うなど監査役としての職責を十分に
果たしました。

【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティ
ブ付与に関する施策の実
施状況

業績連動型報酬制度の導入、
ストックオプション制度の導入

ストックオプションの付
与対象者

社内取締役、その他

インセンティブに関する補足説明：
取締役の報酬については、単年度の業績・中長期の企業価値
と連動したものとしています。
具体的には、執行役員を兼務する取締役の報酬については、

月例の基本報酬に加え、単年度の業績等を反映した年次賞与、
中長期の企業価値と連動する株式報酬型ストックオプションで
構成しています。また、執行役員を兼務しない取締役の報酬
については、企業価値向上に向けた全社経営戦略の決定と監
督機能を果たすことが求められることから、月例の基本報酬
及び株式報酬型ストックオプションで構成しています。
当社では、当社取締役及び執行役員における報酬の一部

として、2007年度より、企業価値向上への貢献意欲や士気
を一層高めることを目的に、株式報酬型ストックオプションを
導入しています。
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【取締役報酬関係】
開示手段 有価証券報告書、営業報告書

（事業報告）、その他
開示状況 全取締役の総額を開示

取締役報酬に関する補足説明：
2009年3月期における取締役の報酬等の総額は602百万円
です。

※ 2009年3月期に在任の取締役に対する報酬等であり、基本報酬に加え、ストックオプ
ション報酬、賞与を含めています。

【社外監査役のサポート体制】
当社は、監査役が株主の負託を受けた独立の機関として会社
の健全な経営と社会的信用の維持向上に向けて取締役及び
執行役員の職務の執行を十分に監査することができるよう、
監査役の職務を支援する組織として必要な人員を配置した監
査役室の設置、情報伝達体制の整備等、適切な環境整備に努
めています。
取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼす虞のあ

る事実を発見した場合における当該事実について、監査役会
に報告しています。また、上記の他、取締役及び従業員は、
計算書類等及び不正又は法令若しくは定款に違反する重大な
事実を発見した場合における当該事実その他の会社の経営
に関する重要な事項等について、監査役会に報告を行うもの
としています。
監査役は取締役会に加えその他の重要な会議に出席でき、

取締役及び従業員は、監査役から重要な文書の閲覧、実地調
査、報告を求められたときは、迅速かつ適切に対応していま
す。なお、取締役は監査役による監査に協力し、監査にかか
る諸費用については、監査の実効を担保するべく予算を措置
しています。また、監査部及びコンプライアンスを統括する部
署は、監査役との間で情報交換を行い、連携をとっています。

2.  業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に 

係る事項
取締役会は、原則毎月1回の開催に加え、必要に応じ機動的
に開催し、法令で定められた事項及び重要事項の決定を行う
とともに、業務執行を監督し、取締役から業務執行状況の報
告を受けています。
当社は、全社として高品質の業務執行を持続するため執行

役員制度を導入しており、取締役会が任命する執行役員は、
取締役会の決定する全社経営戦略等に基づき、各々の領域

において委譲された権限のもと、適切に業務執行を行ってい
ます。また、会長は代表権を持たない取締役として経営の監
督に専念することとしています。
また、経営に関する中長期の方向性もしくはこれに準ずる
重要事項について広い見地からの助言を得る機関として、5

名の外部有識者から成るアドバイザリー・コミッティを設置し、
コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取り組みを推進して
います。
経営会議は、社長及び社長の指名する者をもって構成し、

取締役会に付議する事項の他、業務全般にわたる経営方針
及び基本計画に関する事項等を中心に、経営上の重要事項に
関する審議を行っています。
当社は、監査役制度を採用し、監査役は、株主の負託を受

けた独立の機関として、取締役及び執行役員の職務の執行を
監査することにより、会社の健全な経営と社会的信用の維持
向上に努めています。
監査部は、内部監査を所管し、他の業務執行組織から独立

した客観的な視点で、重要性、法令遵守及びリスクを考慮して
グループ会社を含む社内管理体制を検討・評価し、社長に対し
て報告・提言を行うとともに、取締役会へ報告を行っています。
また、国内・海外のグループ会社と連携を図り、グループ全体
の監査体制の充実に向けた取り組みを推進しています。
会計監査人（監査法人トーマツ）は、会社法及び金融商品

取引法に基づき、会計監査を実施しています。
2009年3月期に係る会計監査業務を執行した公認会計士

の氏名等、会計監査業務に係る補助者の構成については以
下のとおりです。
（会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等）
五十嵐 達朗氏（4年）、桃木 秀一氏（4年）、飯塚 智氏（2年）
※ （  ）内の数字：連続して監査関連業務に社員として関与した年数

（会計監査業務に係る補助者の構成）
公認会計士7名、会計士補等14名、その他7名
監査役監査、内部監査、会計監査はそれぞれ独立して適切
に実施されていますが、監査結果について相互に情報共有
する等、適切な監査を行うための連携強化に努めています。
役員候補者の指名については、人格、識見、経歴等を勘案

して候補者として取締役会で決定した後、株主総会に諮って
います。
役員報酬については、株主総会で承認していただいた報

酬限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議、

日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社

ア
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト

20
09

045

JT
グ
ル
ー
プ
を

取
り
巻
く
事
業
環
境

コ
ー
ポ
レ
ー
ト・

ガ
バ
ナ
ン
ス

JT
 T

od
ay

財
務
ハ
イ
ラ
イト

JT
の

10
年
を
回
顧
す
る

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
皆
様
へ

特
集

営
業
概
況

JT
グ
ル
ー
プ
の
歴
史



監査役については監査役の協議により決定しています。
当社では、会長、社長、人事担当取締役と外部委員2名と

で構成された報酬諮問委員会での審議を踏まえ、2007年4

月27日開催の取締役会において、取締役及び監査役それぞ
れの職責と役割に応じたものとすることを基本とする役員報
酬制度の見直しを行うことを決定しました。
これに基づき、取締役については業績達成への動機付け

となる業績連動性のある報酬制度とし、株主価値の増大への
インセンティブとなる中長期的な企業価値と連動した報酬制
度を導入しました。
監査役の報酬については、主として遵法監査を担うという

監査役の役割に照らし、業績連動性を重視した取締役と同様
の報酬制度とはせず、基本報酬に一本化しました。

Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.  株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取り組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 2008年は6月2日、2009年は6月1日に発送しました。
集中日を回避した株主総会の設定 2008年と2009年の株主総会につきましては、それぞれ6月24日と6月23日に開催しま

した。
電磁的方法による議決権の行使 会社が指定する議決権行使ウェブサイトより議決権を行使する方法（E-Voting）に加

え、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ参加
しています。

2.  IRに関する活動状況
補足説明 代表者自身による説明の有無

個人投資家向けに定期的説明会を
開催

年数回、証券取引所等が主催する説明会に参加
しています。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期
的説明会を開催

決算発表後、当社内や近隣施設等において説明会
を実施しています。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を
開催

決算発表後、海外投資家向けに電話会議を開催
するとともに、年数回、海外に所在する投資家を
訪問し、説明を実施しています。

あり

IR資料のホームページ掲載 決算情報、決算説明会資料、決算情報以外の適
時開示資料、有価証券報告書又は四半期報告
書、株主総会の招集通知等を掲載しています。

あり

IRに関する部署（担当者）の設置 コミュニケーション責任者のもと、IR広報部内に
IR専任担当を設置しています。
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3.  ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み状況
補足説明

社内規程等によりステークホル
ダーの立場の尊重について規定

当社グループは、「自然・社会・人間の多様性に価値を認め、お客様に信頼される
『 JTならではのブランド』を生み出し、育て、高め続けていくこと」をJTグループミッ
ションとして定め、グループ内で共有しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施  JTグループミッション実現を目指す観点から、環境負荷低減、地域貢献活動、植林／森
林保全活動、青少年育成活動等に積極的に取り組んでおり、その活動内容について、
CSR報告書を通じて毎年公表しています。

ステークホルダーに対する情報提
供に係る方針等の策定 

当社は、各種の会社情報の取り扱いに関する権限と責任を明確にするため、情報開示
に関する規程等を定めており、適時適切な情報開示に努めています。

Ⅳ  内部統制システムに関する基本的な考え方及びそ
の整備状況

当社はこれまで、コンプライアンス、内部監査、リスクマネジ
メント等の取り組みを通じて業務の適正を確保するための体
制の運用を図り、また、監査役会設置会社として、監査役へ
の報告体制の整備等、監査役による監査の実効性の確保に向
けた取り組みを行ってきました。
今後も、現行の体制を継続的に随時見直しながら取り組み

を進め、適正な業務執行のため、以下のような企業体制の維
持・向上に努めていきます。

1.  取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制

コンプライアンス体制については、その体制に係る規程に基
づき、取締役及び従業員が法令、定款及び社会規範等を遵守
した行動をとるための行動指針を定め、その徹底を図るため
取締役会に直結する機関として外部専門家を加えたコンプラ
イアンス委員会を設置し、会長が委員長を務めています。ま
た、コンプライアンス統括室を設置し、全社横断的な体制の整
備・推進及び問題点の把握に努めるとともに、取締役及び従
業員を対象にした各種研修等を通じて教育啓発活動を行うこ
とにより、コンプライアンスの実効性の向上に努めています。
内部通報体制については、通報相談窓口を設置しており、

そこに寄せられた通報についてはコンプライアンス統括室が
内容を調査し、必要な措置を講ずるとともに、担当部門と協
議のうえ、全社的に再発防止策を実施するとともに、重要な
問題についてはコンプライアンス委員会に付議し、審議を求
めることとしています。
財務報告の信頼性を確保するための体制については、金融

商品取引法等に基づき、財務報告に係る内部統制システムを

整備・運用するとともに、これを評価・報告する体制を適正な
人員配置のもとに構築し、もって財務報告の信頼性の維持向
上を図っています。
内部監査体制については、監査部が所管し、事業活動の全

般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と
合理性の観点から検討・評価し、会社財産の保全及び経営効
率性の向上を図っています。

2.  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関す
る体制

株主総会、取締役会及び経営会議の議事録は法令、社内規
程に基づいて、適切に管理保存しています。
その他の重要な業務執行や契約の締結等の意思決定に係

る情報は、社内の責任権限に関する規程（以下、「責任権限
規程」）に基づき責任部署及び保存管理責任を明らかにし、そ
の意思決定手続・調達・経理処理上の管理に関する規程を定
め、保存管理しています。

3.  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
金融・財務リスクについては、社内規程等を定めるとともに、
四半期毎に経営会議へ報告を行っています。
その他のリスクの把握・報告については、責任権限規程に

より定められた部門毎の責任権限に基づき、責任部署が適切
に管理を行うとともに、重要性に応じて、経営会議へ報告・付
議しています。
監査部には内部監査組織として必要な人員を配置し、他の

業務執行組織から独立した客観的な視点で、重要性とリスク
を考慮してグループ会社を含む社内管理体制を検討・評価し、
社長に対して報告・提言を行うとともに、取締役会へ報告を
行っています。
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有事に備え、危機管理及び災害対策について対応マニュア
ルを定め、危機や災害の発生時には事務局を経営企画部とし
て緊急プロジェクト体制を立ち上げ、経営トップの指揮のも
と、関係部門の緊密な連携により、迅速・適切に対処するこ
とができる体制を整えています。

4.  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す
るための体制

取締役会は、原則毎月1回の開催に加え、必要に応じ機動的に
開催し、法令で定められた事項及び重要事項の決定を行うとと
もに業務執行を監督しています。また、経営会議は、社長及び
社長の指名する者をもって構成し、取締役会に付議する事項の
他、業務全般にわたる経営方針及び基本計画に関する事項等
を中心に、経営上の重要事項に関する審議を行っています。
当社は執行役員制度を導入しており、取締役会が任命する

執行役員は、取締役会の決定する全社経営戦略等に基づき、
各々の領域において委譲された権限のもと、適切に業務執
行を行っています。
全社として業務の効率性柔軟性に資する運営を行うため、

組織及び職制に関する社内規程により基本事項を定めるとと
もに、各部門の役割を明確に示しています。また、迅速な意
思決定を行えるよう、業務執行上の責任部署を責任権限規程
により定めています。

5.  当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループは、「自然・社会・人間の多様性に価値を認め、
お客様に信頼される『 JTならではのブランド』を生み出し、育
て、高め続けていくこと」をJTグループミッションとして定め、
グループ内で共有しています。グループマネジメントを行うに
あたりましては、グループマネジメントポリシーに基づき、全
体に共通する機能・規程等を定義し、JTグループ全体最適を
図っています。
また、コンプライアンス体制（通報体制を含む）、内部監査
体制、財務管理体制等についてはグループ企業と連携を図
り、整備しています。

6.  監査役の職務を補助する従業員及び監査役への報告に
関する体制、その他監査役の監査が実効的に行われる
ことを確保するための体制

監査役の職務を支援する組織として必要な人員を配置した監
査役室を置き、必要に応じ監査役会と協議のうえ、人員配置
体制の見直しを行うこととしています。また、監査役室の人

事等については、監査役会が関与することにより、取締役か
らの独立性を確保するものとしています。
取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼす虞のあ

る事実を発見した場合における当該事実につきまして、監査
役会に報告しています。また、上記の他、取締役及び従業員
は、計算書類等及び不正又は法令若しくは定款に違反する重
大な事実を発見した場合における当該事実その他の会社の経
営に関する重要な事項等につきまして、監査役会に報告を行っ
ています。
監査役は取締役会に加えその他の重要な会議に出席できる

こととし、経営会議に概ね出席しています。取締役及び従業
員は、監査役から重要な文書の閲覧、実地調査、報告を求め
られたときは、迅速かつ適切に対応しています。
この他、取締役は監査役による監査に協力し、監査にかか

る諸費用については、監査の実効を担保するべく予算を措置
しています。また、監査部及びコンプライアンス統括室は、監
査役との間で情報交換を行い、連携をとっています。
また、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びそ
の整備状況は、以下のとおりです。

1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
  当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会
的勢力及び団体、密輸や偽造等の違法取引に関与する
組織とは断固として対決するものとし、一切の関係を遮
断します。また、これらの活動を助長するような行為は
行いません。トラブル等が発生した場合は企業をあげて
立ち向います。

2.  反社会的勢力排除に向けた整備状況
  上記の「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方」
は、当社の「行動指針」に明記し、社員に周知徹底して
います。

  　社内体制としましては、本社総務部を対応統括部署と
定め、全国の支店に対応責任者を設置し、警察当局、関
係団体、弁護士等と連携し、反社会的勢力及び団体に
関する情報を積極的に収集するとともに情報共有を図
り、組織的な対応が可能となるよう体制の整備を進めて
います。

  　また、不当要求等に対して当社が講ずるべき措置に
ついては、企業防衛対応マニュアルに定め、全国の事
業所に常備するとともに、グループ企業を含む社員等に
対して適宜研修等を行うことにより、反社会的勢力排除
に向けた啓発活動を継続して行っています。
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